
帰省禁止措置に伴う国内移動制限（空路での国内移動の限定的な再開） 

 

●現在，インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが，５

月６日，ブディ運輸大臣は同７日より全ての交通手段について，例外的な利用に関する基準

を設けた上で再開する旨発言しました。 

これを受け，空路での国内移動について，ガルーダ・インドネシア航空は，５月６日１５時

より同社のホームページでの予約を再開したと発表しています。 

 

●ガルーダ・インドネシア航空の発表では，本国帰国を目的とした外国人の国内線利用の可

否や条件等については明記されていませんが，乗継ぎ予定の帰国便の航空券及び新型コロナ

ウイルス非感染証明書等の提示があれば，このための外国人の国内線利用は可能であると回

答しています。日本への帰国を目的としたガルーダ・インドネシア航空の国内線の利用を検

討中の方は，利用条件等詳細について，直接同社にお問い合わせください。 

 

1． 現在，インドネシア政府により帰省禁止措置に伴う国内移動制限がとられていますが，

５月６日，ブディ・カルヤ・スマディ運輸大臣は，同７日より全ての交通手段について，例

外的な利用に関する基準を設けた上で再開する旨発言しました。 

帰省禁止措置については，在インドネシア日本国大使館のお知らせ（４月２２日付け

（https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_57.html），４月２３日付けその１

（https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_59.html），同その２（https://www.id.emb-

japan.go.jp/oshirase20_60.html），４月２７日付（https://www.id.emb-

japan.go.jp/oshirase20_61.html））を御参照ください。 

 

2． これを受け，空路での国内移動について，ガルーダ・インドネシア航空は，５月６日１

５時より同社のウェブサイトでの予約を再開したと発表しています。また，引き続き運休す

る一部の路線が存在するほか，再開する路線についても減便等が行われるとしています。当

館管轄地域内ではスラバヤ、マラン、バリクパパン、バンジャルマシンからジャカルタへの

運行便の予約が現時点で可能となっています。詳しくは同社に直接問い合わせるか，同社ホ

ームページをご確認下さい。 

 

ガルーダ・インドネシア航空 

コールセンター：021-23519999，08041807807 

ホームページ：https://www.garuda-indonesia.com/id/id/index 

 

当館管轄内のガルーダ・インドネシア航空支店 

スラバヤ Graha Bumi 支店 031-5344 999  

スラバヤ Tunjungan 支店 
031-5456 227  whatsapp 082141970007 
スラバヤ pakuwon  mall 支店 whatsapp 0811323441 

マラン支店 0341-419494 

バリクパパン支店 0542-422300 

サマリンダ支店 0541-747200 whatsapp 082157588882 

バンジャルマシン支店 0511-3366747 

タラカン支店 0551-32222 

 

3． 現時点までのガルーダ・インドネシア航空の発表によれば，新型コロナウイルス対策や

国防・治安等のほか，重要な経済機能に従事する場合に搭乗が認められるとされており，こ

れらのカテゴリーに該当する民間の方が搭乗の際に必要となる書類は次のとおりとされてい

ます。 

https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_61.html））を御参照ください
https://www.id.emb-japan.go.jp/oshirase20_61.html））を御参照ください
https://www.garuda-indonesia.com/id/id/index


（１） 所属事務所長が署名した業務指示書（団体・企業に所属していない者については，

帰省でない旨を示した本人の申請書で，印紙上に署名があり，かつ所在地の村長の確認を得

た書類。）。 

（２） 公立の保健施設／病院が発行する新型コロナウイルス非感染証明書（搭乗日の７日

前までに抗体検査（rapid test）／PCR検査が実施され陰性結果であること。）。または，

保健局／病院／保健所／健康クリニックが発行する健康証明書。 

（３） 身分証明書（ＫＴＰ，その他の合法的な身分証明書）。 

（４） 旅程（出発日程、業務先での滞在日程、帰路日程）。 

本発表の詳細は，以下のガルーダ・インドネシア航空のウェブ・サイトを参照してくださ

い。 
https://www.garuda-indonesia.com/id/en/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-
covid19 
 

4． ５月６日付けのガルーダ・インドネシア航空の発表では，本国帰国を目的とした外国人

の国内線利用の可否や条件等については明記されていません。この点についての在インドネ

シア日本国大使館の照会に対し，ガルーダ・インドネシア航空は，乗継ぎ予定の帰国便の航

空券及び新型コロナウイルス非感染証明書等の提示があれば，本国帰国を目的とした外国人

の国内線利用は可能であると回答しています。日本への帰国を目的としたガルーダ・インド

ネシア航空の国内線の利用を検討中の方は，利用条件等詳細について，直接同社にお問い合

わせください。 

 なお、上記３（１）の必要書類として、総領事館からのレターの提出が求められる場合に

は、当館相談窓口メール（ryoji@sb.mofa.go.jp）宛に御相談ください。 

 

https://www.garuda-indonesia.com/id/en/news-and-events/kebijakan-operasional-terkait-covid19
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